
 

三田市民病院事業の設置等に関する条例新旧対照表(第1条関係) 

現行 改正案 

第1条～第4条 省略 第1条～第4条 省略 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の

2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が100千円以上である場合とする。 

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の

2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が100千円以上である場合とする。 

以下省略 以下省略 

 

三田市水道事業の設置等に関する条例新旧対照表(第2条関係) 

現行 改正案 

第1条～第5条 省略 第1条～第5条 省略 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の

2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が100千円以上である場合とする。 

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の

2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が100千円以上である場合とする。 

以下省略 以下省略 

 

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例新旧対照表(第3条関係) 

現行 改正案 

第1条～第2条 省略 第1条～第2条 省略 

(職員の賠償責任に基づく債務の免除) (職員の賠償責任に基づく債務の免除) 

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2(地方公営企業法(昭和

27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による職員の

賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来

に向かつて免除する。 

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8(地方公営企業法(昭和

27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による職員の

賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来

に向かつて免除する。 

 

三田市下水道事業の設置等に関する条例新旧対照表(第4条関係) 

現行 改正案 

第1条～第4条 省略 第1条～第4条 省略 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の 第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の



 

2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除

について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が100,000円以上である場合とする。 

2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除

について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が100,000円以上である場合とする。 

以下省略 以下省略 

 

三田市オンブズパーソン条例新旧対照表(第5条関係) 

現行 改正案 

第1条 省略 第1条 省略 

(所管事項) (所管事項) 

第2条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事

項及び当該業務に関する職員の行為であって、次の各号に掲げる事項に該当

しないものとする。 

第2条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事

項及び当該業務に関する職員の行為であって、次の各号に掲げる事項に該当

しないものとする。 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第75条、第98条第2項、第199条第6項、

第242条及び第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)

第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づく求めに対し、監査委

員が既に監査を実施し、又は現に監査を実施している事項 

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第75条、第98条第2項、第199条第6項、

第242条及び第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)

第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づく求めに対し、監査委

員が既に監査を実施し、又は現に監査を実施している事項 

(3)～(6) 省略 (3)～(6) 省略 

以下省略 以下省略 

 

 


